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仕様書 

 

１ 概要 

（１）委託業務名称 

 （２）業務目的 

 （３）委託業務の概要 

 （４）基本的要件 

 （５）受託者に求めること 

 （６）用語の定義 

 （７）委託業務事項 

２ 委託業務の詳細 

 （１）教育・保育給付支給認定現況（入所継続）届に係る受付・処理業務 

 （２）施設等利用給付認定現況届に係る受付・処理業務 

 （３）教育・保育給付支給認定（企業主導型保育事業利用者）及び施設等利用給付認定（認 

可外保育施設利用者）に関する業務 

３ 業務全般に関する留意点 

４ 事前準備 

 （１）開始準備 

 （２）マニュアル作成 

５ 実施体制 

６ 統括責任者及び現場責任者の職務 

７ 本委託業務の管理 

８ 情報セキュリティの確保 

９ 事故及び非常事態への対応 

１０ 検査 

１１ 再委託 

１２ 委託費用 

１３ 委託契約の要件 

１４ 業務の引継ぎ 

１５ 備品等の使用及び管理 

１６ その他 

  



1 概要 

 （1）委託業務名称 

   子ども子育て支援現況確認及び認定業務委託 

 

 （2）業務目的 

   本業務は、子ども・子育て支援法に規定する教育・保育給付支給認定の現況確認事務及び施設等利用

給付認定の現況確認事務や教育・保育給付支給認定（企業主導型保育事業利用者）及び施設等利用給付

認定（認可外保育施設利用者）に関する事務を委託することにより、事務処理の効率化及び市民サービ

スの向上を実現し、以て各制度の円滑な運営に資することを目的とする。 

 

 （3）委託業務の概要 

ア 業務実施主体 熊本市 

  イ 委託期間   令和７年（２０２５年）７月１日から 

令和８年（２０２６年）３月３１日まで 

   なお、契約締結日までは準備期間とする。 

  ウ スケジュール 

委託開始後、教育・保育給付支給認定（企業主導型保育事業利用者）及び施設等利用給付認定（認

可外保育施設利用者）に関する業務を開始する。施設等利用給付認定現況届については令和７年（２

０２５年）７月から、教育・保育給付支給認定の現況（入所継続）届については令和７年（２０２５

年）１１月頃から、それぞれ申請受理・確認業務を開始する予定である。 

  エ 委託業務の範囲 

本業務の委託範囲は、各種現況届の受付・内容確認業務及び各種認定業務とする。なお、個々の業

務に関する情報は後述のとおりである。 

  

 （4）基本的要件 

  ア 履行場所 

    熊本市中央区手取本町１番１号 

熊本市役所本庁舎１０階 保育幼稚園課分室 

※一部、会議室の利用あり 

  イ 履行日 

 原則として、委託期間における土曜日・日曜日・「国民の祝日に関する法律」（昭和２３年（１９４

８年）法律第１７８号）に規定する休日を除く日とする。 

  ウ 履行時間 

    ８時３０分から１７時１５分までとする。 

  エ 設備及び備品 

（ｱ）受託者は、設備及び本市が貸与した備品類について、善良な管理者の注意をもって使用し、常

に良好な状態を保つよう努めなければならない。また、不具合が生じた場合は直ちに本市に報告

しなければならない。 

（ｲ）受託者は設備及び本市が貸与した備品類を本仕様書に定める業務を遂行するためにのみ使用



し、他の用途に使用してはならない。 

 

（5）受託者に求めること 

   本業務の委託にあたり、受託者が有する申請受付・処理、ノウハウを活かし、本市と受託者が緊密な

連携を図り協力することで、効率的かつ安定した運営を行うとともに、運営の過程で評価・検証を行

い、継続的な業務運営を図っていくことを求める。 

 

 （6）用語の定義 

   この仕様書で使用する用語は、次のとおりとする。 

  ア 統括責任者 

    業務全般の責任を負う常勤の者で、本委託業務に必要な知識と経験を有する者 

  イ 現場責任者 

    関係法令及び業務の重要性を十分理解したもの（常時１名以上配置すること） 

 

 （7）委託業務事項 

  ア 教育・保育給付支給認定の現況確認業務及び施設等利用給付認定の現況確認業務 

   （ｱ）現況（入所継続）届等の受付 

   （ｲ）不備の確認及び連絡 

   （ｳ）内容確認 

   （ｴ）電話対応 

   （ｵ）書類整理等 

   （ｶ）その他業務上必要と認められるもの 

イ 教育・保育給付支給認定（企業主導型保育事業利用者）及び施設等利用給付認定（認可外保育施設

利用者）に関する業務 

   （ｱ）各種認定申請書等の受付 

   （ｲ）不備の確認及び連絡 

   （ｳ）内容確認及び認定入力作業 

   （ｴ）電話対応 

   （ｵ）書類整理等 

   （ｶ）その他業務上必要と認められるもの 

  ウ 前各号に付随する業務 

  エ その他本市及び受託者が協議により決定した事項 

 

2 委託業務の詳細 

  本委託業務にあたっては、次に掲げる業務を遂行すること。 

  

 

 （1）教育・保育給付支給認定現況（入所継続）届に係る受付・処理業務 

  ア 概要 



    保育所等を利用するには、保護者の居住する自治体から、子どもの年齢や世帯の保育を必要とする

事由に基づき、「教育・保育給付支給認定」を受ける必要がある。「教育・保育給付支給認定」を受

け、保育所等を利用開始する者は、年に１回、同じ保育所等を継続して利用するにあたり、保育を必

要とする事由や状況が引き続き該当するか確認するため、「現況（入所継続）届」その他必要書類

（以下「現況（入所継続）届等」という。）の提出が必要となる。例年、現況（入所継続）届等の提

出が必要となる対象児童数は約２４，０００名であり、１０月上旬頃より保育所等で取りまとめを

し、受付を行っている。また、施設型給付幼稚園在園中の対象児童においては、マイナポータルによ

るオンライン申請にて提出が可能となっている。提出された書類について書類整理や内容確認等すべ

ての処理が終了するまでには４ヶ月程度を要しており、１１月～２月にこの作業を行っている。 

   （ｱ）現況（入所継続）届等の受付 

    ・保育所等の職員から持参又は郵送により提出された現況（入所継続）届等の受付 

    ・保護者からオンラインにて提出の現況（入所継続）届等については、保育幼稚園課よりデータも

しくは紙にて受け渡しを行う。 

   （ｲ）提出書類の内容確認及び不備連絡 

    ・提出された現況（入所継続）届等について、書類の確認及び記載内容の確認を行う。 

    ・不足書類や書類上の不備がある場合は、リストを作成する。 

    ・リストをもとに保育所等又は各区保健こども課へ電話連絡を行い、不足書類の提出依頼及び不備

内容の解消を行う。 

   （ｳ）電話対応 

    ・現況（入所継続）届に関する問合せへの対応 

・受託者で対応できない内容については、適切な窓口への案内及び電話の引継ぎを行う。 

   （ｴ）書類整理等 

    ・現況（入所継続）届等をファイル等に綴り、キャビネットへ保管する。 

    ・現況（入所継続）届等を適切かつ厳重に管理する。 

    ・各区所管分については、すべての工程が終わり次第、各区保健こども課へ引渡す。 

  イ 各工程での仕様 

    本市及び受託者が協議し、決定する。 

 

（2）施設等利用給付認定現況届に係る受付・処理業務 

  ア 概要 

    子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が令和元年（２０１９年）１０月１日から施行となっ

たことに伴い、幼児教育・保育の無償化が開始した。幼稚園、保育所及び認定こども園等を利用する

３歳から５歳までのすべての子どもの利用料が無料となる。０歳から２歳までの子どもの利用料につ

いては、住民税非課税世帯を対象として無料になる。上記の施設に加え、地域型保育事業も同様に無

料になる。 

    幼稚園の預かり保育を利用する場合や認可外保育施設等を利用する場合、無償化の対象となるため

には、保護者の居住する自治体から「施設等利用給付認定」を受ける必要がある。「施設等利用給付

認定」を受け、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等を利用開始する者は、年に１回、幼稚園の預

かり保育や認可外保育施設等を継続して利用するにあたり、保育を必要とする事由や状況が引き続き



該当するか確認するため、「施設等利用給付認定現況届」その他必要書類（以下「現況届等」とい

う。）の提出が必要となる。現況届等の提出が必要となる対象児童数は約２，０００名であり、７月

初旬より受付となる。その後、書類整理や内容確認等すべての処理が終了するまでには、３ヶ月程度

を要すると見込んでおり、７月中旬よりこの作業を行う予定である。 

   （ｱ）現況届等の受付 

    ・保育所等の職員や保護者から持参又は郵送により提出された現況届等の受付 

   （ｲ）提出書類の内容確認及び不備連絡 

    ・提出された現況届等について、書類の確認及び記載内容の確認を行う。 

    ・不足書類や書類上の不備がある場合は、リストを作成する。 

    ・リストをもとに保育所等又は保護者へ電話連絡を行い、不足書類の提出依頼及び不備内容の解消

を行う。 

（ｳ）電話対応 

    ・現況届に関する問合せへの対応 

・受託者で対応できない内容については、適切な窓口への案内及び電話の引継ぎを行 

う。 

   （ｴ）書類整理等 

    ・現況届等をファイル等に綴り、キャビネットへ保管する。 

    ・現況届等を適切かつ厳重に管理する。 

イ 各工程での仕様 

    本市及び受託者が協議し、決定する。 

 

 （3）教育・保育給付支給認定（企業主導型保育事業利用者）及び施設等利用給付認定（認可外保育施設

利用者）に関する業務 

    ア 概要 

    企業主導型保育事業を利用する者で、地域枠の利用児童については、事業実施者と利用者の間に雇 

用関係がなく、保育の必要性を客観的に判断することが困難であるため、利用を希望する者が、「保 

護者の居住する自治体による子ども・子育て支援法に定める保育所を利用するための支給認定（以 

下、教育・保育支給認定という）」を受けていることをもって利用の対象としている。当該認定の要 

件を満たさない利用者については、施設を利用することはできない 

 また、認可外保育施設等を利用する児童についても同様に、保護者の居住する自治体から「施設等 

利用給付認定」を受ける必要があり、認定を持たずに施設を利用することは可能だが、無償化の対 

象とはならない。 

 教育・保育支給認定の認定希望者は年間約６５０名、施設等利用給付認定の認定希望者は年間約６

００名となっている。 

（ｱ）各種申請書等の受付 

    ・保護者から持参又は郵送により提出された申請書等の受付 

    ・各区保健こども課窓口にて受領した申請書等の受付（各区より転送） 

   （ｲ）提出書類の内容確認及び不備連絡 

    ・提出された申請書等について、書類の確認及び記載内容の確認を行う。 



    ・不足書類や書類上の不備がある場合は保護者へ電話連絡を行い、不足書類の提出依頼及び不備内

容の解消を行う。 

   （ｳ）認定入力作業 

    ・申請書を基に、子ども子育てシステムへ入力 

    ・保護者へ各種認定証を発送するための認定者一覧を作成 

（ｴ）電話対応 

    ・各種認定に関する問合せへの対応 

・受託者で対応できない内容については、適切な窓口への案内及び電話の引継ぎを行う。 

   （ｵ）書類整理等 

    ・各種申請書等をファイル等に綴り、キャビネットへ保管する。 

    ・各種申請書等を適切かつ厳重に管理する。 

   イ 各工程での仕様 

    本市及び受託者が協議し、決定する。 

 

3 業務全般に関する留意点 

 （1）2（3）の業務については、特定個人情報を取り扱うものであることを踏まえ、契約書中「特定個人

情報等の取扱いに関する特記事項」、個人情報保護委員会が作成する「特定個人情報の適正な取扱いに

関するガイドライン（行政機関等・地方公共団体等編）」、その他特定個人情報の保護に関する関係法

令、及び本市の関連規定等を遵守すること。 

（2）受託者は、次に記載する法令等を遵守し、最適な成果が得られるように本市の立場に立ち業務を遂

行すること。また、必要な事項において積極的な提案を行うこと。 

 ア 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号） 

 イ 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号） 

 ウ 熊本市保育園条例（昭和３９年条例第２０号） 

 エ 熊本市立幼稚園条例（昭和３９年条例第３９号） 

 オ 熊本市特定教育・保育等の利用者負担額を定める規則（平成２７年規則第５０号） 

 カ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

 キ 熊本市情報セキュリティ基本方針 

 ク その他関係法令 

（3）受託者は、本市から引き渡されたデータや資料、貸与品を本市の許諾なくして複写又は複製しない

こと。貸与品は、善良な管理者の注意を払うとともに紛失や破損防止に必要な措置を講じること。 

（4）本委託業務を履行する過程において、受託者が他の業者と連携する必要が生じた場合は、相互の協

調を保つとともに業務の便宜と進捗を図ること。また、業者間において打合せ等を行った場合は、当該

打合せの内容を議事録等として記録し、速やかに本市へ報告すること。 

（5）契約期間終了後、本仕様書による成果及び納品物について、本市がインターネット等での公表、複

製、翻訳、譲渡及び貸与に関して、受託者は一切の異議を申し立てないこと。 

（6）本仕様書による成果及び納品物の一切の権利は、原則として本市に帰属する。 

  ただし、一部に受託者に属する著作権、特許権、肖像権等が残存する場合には、その内容を明示して

納品すること。 



（7）受託者は、本仕様書による成果及び納品物について、本市以外の者の著作権、特許権、肖像権等の

権利を侵害していないことを確認すること。 

（8）受託者は、本市が提供した業務上の情報を第三者に開示してはならない。また、漏洩を防止するた

めに必要な措置を講じること。 

（9）本市が提供する資料は、原則として貸与によるものとし、契約期間満了までに返却すること。ま

た、当該資料の第三者への提供を行わないこと。 

（10）本市が提供した情報を第三者に開示する場合は、事前に本市と協議し、承諾を得ること。 

（11）作成した全ての報告物、納品物（電子データおよび紙媒体）は、契約期間中、受託者が適切に管理

し、保存すること。また、本委託業務の終了にあたっては、本市の指示により適切に廃棄、削除すると

ともに作業結果を報告すること。 

 

4 事前準備 

   次に掲げる事項について、事前準備を行うこと。 

 （1）開始準備 

  ア 設備、機器の設置 

    本委託業務に必要な電話機の設置及び整備、試験を行うこと。 

  イ 従事者の確保等 

    従事者の確保等、業務の遂行に必要な準備を行うこと。 

  ウ 従事者証の作成 

    受託者は、本委託業務の受託者であることを示す従事者証を従事者ごとに作成すること。従事者証

は、受託者の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号、従事者氏名の記載のあるもので、従事者の

顔写真を貼付したものとし、業務に従事させる前に本市の証明を受けなければならない。 

    なお、履行期間中においては、従事者証は、業務中に常時携行し、関係人から求めがあった時は、

提示しなければならない。 

    従事者が退職、異動した場合又は従事者証の記載事項に変更が生じた場合は速やかに本市に届け出

るとともに従事者証を本市へ返却しなければならない。記載事項に変更が生じた場合は、併せて従事

者証を新たに作成し、本市の証明を受けること。 

    従事者証を紛失した場合は、速やかに本市へ報告し、その発見に全力を尽くすこと。発見に至らな

い場合は本市へ報告書を提出すること。 

 

 （2）マニュアル作成 

    本委託業務の履行に必要な各種業務マニュアル、危機管理マニュアル、障害対応マニュアル、その

他必要なマニュアル（以下「業務マニュアル等」という。）については、本市及び受託者が協議し、

受託者の責任において電子データ及び紙媒体で作成すること。また、履行期間中においては、次のと

おりとすること。 

   ア 受託者は、業務マニュアル等に従って業務を行わなければならない。 

また、業務マニュアル等に疑義が生じたときは、本市と協議するものとする。 

   イ 受託者は、次の場合は、本市へ電子データ及び紙媒体を用いて報告し、本市の承諾を得なければ

ならない。 



   （ｱ）業務マニュアル等の使用を開始するとき 

   （ｲ）業務マニュアル等を改訂するとき 

   （ｳ）業務マニュアル等を履行場所以外に持ち出すとき 

   （ｴ）業務マニュアル等を複製するとき 

   （ｵ）業務マニュアル等を本委託業務以外に使用するとき 

  ウ 受託者は、委託期間終了後、業務マニュアル等（複製したものを含める。）を本市に引き渡すこ

と。 

  エ 本市では、「熊本市行政サービスＤＸアクションプラン」に基づき、令和２年度（２０２０年度）

から子育て関連手続のデジタル化及び業務改善に取り組んでおり、履行期間中に本業務の処理手順が

変更になる可能性がある。 

受託者は、処理手順に変更が生じたときは、本市と協議を行い、業務マニュアル等を改訂するとと

もに改訂後の業務マニュアル等に従うこと。 

 

5 実施体制 

（1）従事者 

   統括責任者、現場責任者及び作業者等の必要な人員を確保し、統括責任者、現場責任者については事

前に本市に対して書面により届け出ること。また、本委託業務の安定的な遂行ができるための人員を確

保すること。なお、統括責任者と現場責任者が兼ねることは妨げない。 

 （2）バックアップ体制 

   交通機関の遅延及び病気等の事由により、突発的に従事者が出勤できない場合においても、業務が遂

行できる体制を整えること。 

 （3）従事者の適性 

   従事者は、流暢な日本語で対応できる者かつ本仕様書及び前項「3 業務全般に関する留意点」に記

載する関係法令を遵守できる者で、従事する業務に関する基礎的な知識、応対マナー及びコミュニケー

ション能力を備えている者であること。 

 （4）従事者の研修 

   受託者は、本委託業務を円滑に行うため、従事者に対して、必要とされる次の各号に留意した事前研

修を十分に行い、業務に支障を生じさせてはならない。また、継続的に習熟度を検証し、常に従事者の

資質の確保及び向上に努めなければならない。 

  ア 関係法令、事務処理手順、業務マニュアルの内容等、業務に必要な知識を習得させること。 

  イ 業務の重要性及び重大性を理解させること。 

  ウ 秘密の保持（守秘義務）及び個人情報の保護を含む情報セキュリティについて理解させること。 

  エ 接遇及び苦情対応の能力を向上させること。 

  オ 効果的な督促業務に必要な知識及び督促能力を向上させること。 

 （5）従事者名簿の提出 

   受託者は、本市に対し、業務開始までに従事者の名簿を提出すること。また、従事者に変更が生じた

場合には、事前に本市に対して書面により届け出ること。 

 

6 統括責任者及び現場責任者の職務 



 （1）統括責任者 

  ア 常に委託業務全体について把握するとともに現場責任者及び作業者等を管理・監督すること。 

  イ 現場責任者及び作業者等の業務目標を設定し、その達成に向けた業務計画の策定及び進捗管理を行

うこと。 

  ウ 本市との連絡調整及び定期報告を行うこと。 

 （2）現場責任者 

  ア 作業者等を管理・監督すること。 

  イ 作業者等の業務をモニタリングし、トラブルの予防・解消に努めること。 

  ウ 作業者等の指導・研修等を行うこと。 

  エ 作業者等では対応困難な案件について、作業者等を支援すること。 

  オ 統括責任者の業務を補佐すること。 

  カ 必要に応じて作業者等の業務を補助すること。 

  キ 本市との連絡調整及び定期報告を行うこと。 

  ク 受託者では対応できない、又は本市が対応すべきと認められる案件は、本市へ引継ぎを行うこと。 

    なお、引継ぎが妥当であると認められる案件等については、本市及び受託者が協議し、決定する。 

 

7 本委託業務の管理 

 （1）業務体制報告書の提出 

受託者は、準備期間中に本委託業務の業務体制表を提出し、随時、最新版に更新すること。 

 （2）報告書の提出及び定例会 

    受託者は、月１回（翌月１０日までに）月次報告書を電子データ及び紙媒体で提出すること。本市

は、受託者とともに定例会を開催し、情報共有等を行う。月次報告書の項目については、本市と受託

者が協議し、決定する。また、受託者が従事者に対する研修等を実施した場合、研修内容、研修資料

及び実施結果を報告すること。なお、本市の指示により、随時、報告を求める場合がある。 

   

8 情報セキュリティの確保 

 （1）情報資産の取扱いについては、情報セキュリティに関する法令を遵守するとともに善良な管理者と

しての注意を払う義務を有し、業務を行ううえで知りえた情報については、契約期間中及び契約期間

終了後にかかわらず、いかなる理由があっても他人に漏洩してはならない。 

 （2）受託者は、従事者に対し、前号の義務の履行を担保するための対策を図り、本市に報告すること。 

 （3）受託者は、従事者に対し、情報セキュリティの確保を維持し、意識の低下を防ぐために、定期的に

秘密の保持及び個人情報の保護についての研修を行わなければならない。 

 （4）受託者は、業務の履行に関する秘密の保持について、退職した従事者についても責任を負う。 

 （5）受託者は、一切の情報資産及び施設内の設備等の取扱いについて、外部持ち出し、目的外利用、複

製及び複写をしてはならない。ただし、事前に本市の許可を得ているものは、この限りでない。 

 （6）受託者は、情報資産の漏洩、紛失、盗難、改ざんその他事故等が生じないように管理しなければな

らない。 

 （7）受託者は、情報セキュリティに関する事故を防止するための体制について、必要な措置を講じなけ

ればならない。 



 （8）受託者は、個人情報の漏洩等の事故や障害が発生した場合に実施すべき対応事項及び手順を準備期

間中に本市に提出すること。 

 （9）本市及び受託者は、データの受渡しに際して、適切な記録を保持し、データファイルにパスワード

の設定又は暗号化等の措置を講じ、運搬の際は、鍵付きケース等に格納する措置を講じること。 

    なお、受渡し以外においても適正な管理及び記録を行うこと。 

 （10）受託者は、履行場所における施錠を適切に行うこと。また、紙媒体の個人情報については、鍵付き

キャビネットに格納すること。 

 （11）受託者は、個人情報以外の情報資産についても、前各号に準じて取り扱うこと。 

 

9 事故及び非常事態への対応 

 （1）受託者は、事故が発生したときは、その理由にかかわらず速やかにその状況を本市に報告しなけれ

ばならない。その後、書面により本市に詳細な報告及び処理対策案を提出すること。 

 （2）受託者は、災害発生、施設の不具合、機器故障、従事者の出勤不能等が発生し、本委託業務の継続

に支障を及ぼす場合は、速やかに本市へ非常事態の状況、影響の範囲等を報告するとともに本市と対策

を協議し、影響を最小限に留める対策、復旧作業等を実施すること。 

 （3）受託者は、前号の状況が発生した場合、本市と調整したうえ、極力本委託業務の継続実施に努める

こと。ただし、本委託業務を一時的に中止せざるを得ない場合は、本市に本委託業務の中止及び再開に

向けた作業の進行状況を報告するとともにその後の復旧方法等を本市と協議すること。 

 （4）情報セキュリティインシデント及び個人情報流出等の事故発生時には、速やかに本市に報告し、受

託者の責任において事故を収束させること。 

 （5）本市は、当該業務に伴い、前各号に掲げる事故等が発生した場合、本市の判断により受託者の名称

及び事故等の事実を公表することができる。 

 （6）受託者は、当該業務に伴い、受託者の責めに帰すべき事由による事故等が発生した場合、本市を含

むその対象者に対して損害賠償の責任を負うこと。 

 

10 検査 

  本市は、受託者に対し必要に応じて、履行場所のセキュリティ、個人情報の管理、その他本委託業務全

般についての報告又は資料の提出を求めるほか、法令及びその他の規定による場合を除き、立入検査がで

きるものとする。 

  なお、検査の結果、本市からの指示又は改善事項等の指摘があった場合は、これに従うこと。 

 

11 再委託 

 （1）受託者は、本委託業務の一部を第三者に委任し又は請け負わせ（以下「再委託」という。）ようとす

るときは、あらかじめ本市の承認を得ること。 

 （2）本市の承認を得て再委託する場合、当該第三者に対し、本仕様書に記載された事項を遵守する義務

を負わせるとともに当該第三者の行為については、受託者が責任を負うこと。 

 

12 委託費用 

  委託費用は、次に掲げる本委託業務の履行に必要と認められるもので、契約期間中の一切の費用の総額



とし、本市へその他の費用を請求しないこと。 

 （1）本委託業務の遂行に必要な従事者に要する費用 

 （2）諸経費（通信費、消耗品費等） 

 （3）通信設備及びその機能に要する費用 

 （4）本市が提供する以外の物品等の費用 

 

13 委託契約の要件 

 （1）契約手続き 

  一般競争入札の実施により選定した事業者と必要な協議を行い、契約を締結するものとする。 

 （2）委託料の支払方法 

  委託料は、月払いとし、月ごとの金額は契約書において定める。支払方法は、受託者からの業務完了届

を受領し、本市が検査を実施した後、受託者から正当な支払請求を受けた日から 30 日以内に支払うもの

とする。 

 

14 業務の引継ぎ 

  受託者が、契約期間満了に伴い本委託業務を終了する際には、新規受託者に対し業務に必要な事項を引

き継ぐこと。 

  なお、引き継いだ事項については、本市に電子データ及び紙媒体で報告すること。また、具体的な引継

ぎ実施スケジュール及び詳細については、本市、受託者、新規受託者が協議し、決定する。 

 

15 備品等の使用及び管理 

 （1）受託者は、室内に配置している本業務に必要な机、椅子、キャビネット、情報機器等本市が所有する

備品及び設備を、契約期間内において無償で使用することができる。 

（2）受託者は、善良な管理者の注意をもって、備品等を使用し、常に良好な状態を保つよう努めなければ

ならない。 

（3）受託者が、故意又は重過失により設置機器、備品又は消耗品に損傷を与えたときは、委託者は受託者

に対して損害賠償を請求するものとする。 

（4）受託者は、貸与された機器等に故障等が生じた場合、速やかに委託者に報告しなければならない。 

（5）受託者は、室の鍵の管理について、委託者と別に協議するものとする。 

（6）受託者は、午後０時から午後１時までの休憩時間に、室内が不在となる場合は、室内が無人であるこ

とを確認し、必ず施錠すること。 

（7）室内においては、火気の取扱いは厳禁とする。 

 

16 その他 

  本仕様書に疑義のある事項又は定めのない事項については、契約時に本市及び受託者が協議し、決定す

る。 


